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問外ヶ浜町役場 福祉課 ☎0174-22-2941 



広報そとがはま ２ 

12 月１日は「世界エイズデー」 

サーモン馴致作業へのご理解とご協力を 

 

可燃ごみの持ち込みはできません！ 

 

外ヶ浜町ごみ処理施設 （通称：グリーンハート外ヶ浜） の焼却設備の工事のため、令和７年３

月２日までグリーンハート外ヶ浜へ可燃ごみを直接持っていっても受入れできません。（ごみカレ

ンダーのとおりのごみ出しにご協力ください。） 

工事期間中の一般廃棄物処理は青森市に委託しておりますが、青森市清掃工場への直接搬入は受

け入れしておりません！！ 

 

★粗大ごみ(可燃)の出し方について★ 

可燃の粗大ごみにつきまして、細かくできるものは細かくして必ず指定ごみ袋に入れて、可燃ご

みの収集日にごみステーションに出してください。 

また、細かくできない可燃の粗大ごみはグリーンハート外ヶ浜が稼働再開するまでお待ちくださ

い。 

ご不便をおかけしますがご理解ご協力のほど、 

よろしくお願いいたします。 

 

問外ヶ浜町役場 住民課 ☎0174-31-1222 
 
 
 
 
 
 
世界エイズデーの今年のキャンペーンテーマは「U=U 知ることから、もう一度。12月 1 日は世界エイ

ズデー。」です。 

  

エイズはＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）というウイルスに感染することでおこる病気です。治療法

の進歩により、ＨＩＶ陽性者は感染の早期把握、治療の早期開始・継続によりエイズの発症を防ぐこと

ができ、感染前と変わらない日常生活を送ることが期待できるようになりました。感染が心配な方は早

めに検査を受けましょう。 

    

東地方保健所では、匿名・無料で検査を受けることができます。専用電話による予約のほか、インタ

ーネットによる検査予約も受け付けています。また、ご希望により、性器クラミジア感染症、梅毒の検

査も同時に受けられます。詳しくは、電話または青森県庁ＨＰ「相談・検査（青森県 STOP AIDS）」で確

認してください。 

 

問東地方保健所 ☎017-739-5425 ※エイズ相談専用電話 

 
 
 
 
 

今別・三厩沖で養殖されている「青森サーモン」の馴致作業（令和６年 11 月 18 日（月）から令

和６年 12月 10 日（火）午前６時 00 分から午後６時 00 分まで。）の時期となりました。 
サーモンの稚魚を三厩漁港へ運搬する際、稀に運搬中のタンクから水が道路へ流出することがあ

ります。万全の体制で実施しておりますが、万が一、ご迷惑をおかけした際は、産業観光課までご

連絡ください。皆様のご理解とご協力をお願いします。 
   
問外ヶ浜町役場 産業観光課 ☎0174-31-1228 
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精神障害者割引制度の導入について 

歯周疾患検診協力医療機関追加のお知らせ 

 
 
 
 
 
 
１ 導入日 
令和７年４月１日(割引の乗車券類は令和７年４月１日から発売となります。) 

２ 対象者 
精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」という)を所持している方で、旅客鉄道株式会社運賃減額欄

に第１種または第２種の記載のあるもの及び写真の貼付があるものです。（手帳交付後、自分で貼っ
た写真は無効） 
※第１種は手帳１級、第２種は手帳２級及び３級となります。 

３ 精神障害者割引制度の概要 
(１)介護者の方と一緒に利用する場合 

①手帳を所持している方と介護者の方は、同一区間の乗車券類を購入することとなります。 
②割引となる介護者の方は１名です。 

対象者 対象となる乗車券類 割引率 

第１種精神障害者の方と介護者の方 

•普通乗車券 

•回数乗車券 

•普通急行券 

•定期乗車券 

(小児定期乗車券を除きます。) 

５割 

12 歳未満の第２種精神障害者の方と介護者の方 
•定期乗車券 

(小児定期乗車券を除きます。) 
５割 

(２)手帳をお持ちの方がおひとりで利用する場合 

 

 

 

４ 留意事項 

(１)既に手帳をお持ちの方は、町役場において旅客鉄道株式会社運賃減額欄と第１種または第２種の
記載を追記する必要がありますので、希望する方は精神障害者保健福祉手帳担当窓口にご相談願い
ます。 

(２)手帳への区分明記や手続きに関する問い合わせは、鉄道会社等では対応できませんので、精神障
害者保健福祉手帳担当窓口に問い合わせ願います。 

(３)有効期限の切れた手帳で割引の乗車券類を購入することはできません。 
(４)手帳に旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第１種または第２種の記載が無いもの及び写真が貼付され
ていない場合は割引の乗車券類を購入できません。（手帳交付後、自分で貼った写真は無効） 

 
問外ヶ浜町役場 福祉課 ☎0174-22-2941 

 
 
 

 
 
 

令和６年度内に 40 歳・50 歳・60 歳・70 歳になられる方に歯周疾患検診の通知をしておりますが、
このたび受診できる医療機関が１か所追加されました。この機会にぜひご利用下さい。 
＜追加医療機関＞   

清水デンタルクリニック（青森市花園２-５-11）電話：017-762-7651 

 
問外ヶ浜町役場 福祉課 ☎0174-22-2941 

対象者 対象となる乗車券類 割引率 

第１種精神障害者の方 

第２種精神障害者の方 

•片道の営業距離が 100キロを超える普

通乗車券 
５割 

令和７年４月１日よりＪＲグループにおいて精神障害者割引制度が導入されます 
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☎ 0174-31-1111 Ｆ 0174-31-1215 Ｅ kouhou@town.sotogahama.lg.jp 
 

Ｈ https://www.town.sotogahama.lg.jp 

   

「てのひら役場」はじめました！ 

 

 


